
JSAF外洋特別規定2012-2013　正誤表 2012年3月14日現在

下線部分が訂正箇所

対象文章 規定番号 英文/邦訳 項目詳細 誤 正 訂正期日

1 カテゴリー3モノハル
カテゴリー4モノハル

3.14.5 邦訳 表7
最下段「全
て」の欄

全て : 中間のライフラインがあるヨットは、中
間のライフラインはワーキングデッキより
230mm（９9インチ）より低くてはいけない。

全て : 中間のライフラインがあるヨットは、中
間のライフラインはワーキングデッキより
230mm（9インチ）より低くてはいけない。

2012年3月12日

2 カテゴリー4モノハル 2.01.4 英文 規定番号と
本文1行目

2.01.4
Category 3
Races across open water, most of which is
relatively protected or close to shorelines.

2.01.5
Category 4
Races across open water, most of which is
relatively protected or close to shorelines.

2012年3月14日

JSAF外洋特別規定2012-2013書類の内、2012年3月13日以前にダウンロード可能であった下記2点の書類は以下の訂正箇所がある。
「カテゴリー3モノハル」　ファイル名：J-OSR2012_Mo3_0305.pdf（ページ右下表記がMonohull Category3）
「カテゴリー4モノハル」　ファイル名：J-OSR2012_Mo4_0305.pdf（ページ右下表記がMonohull Category4）

上記訂正対象書類は、訂正反映した後に2012年3月14日に掲載。以下の書類は上記訂正が反映済みである。
「カテゴリー3モノハル」　ファイル名：J-OSR2012_Mo3_0314.pdf（ページ右下表記がv2_Monohull Category3）
「カテゴリー4モノハル」　ファイル名：J-OSR2012_Mo4_0314.pdf（ページ右下表記がv2_Monohull Category4）


